
平成15年8月29日

災害応急対策関係閣僚意見交換会

内 閣 総 理 大 臣 指 示 事 項

南関東直下地震への対応について、予め定めておく必要
がある事項が明らかになった。

①厚生労働省は、発災時に迅速に救護班を派遣し、重篤
患者を搬送するための計画を定めること。

②消防庁及び警察庁は、発災時に迅速に広域援助隊を派
遣するため、要員の指定や輸送手段を含めた具体的な
計画を策定すること。

、 、 、あわせて 地方公共団体に対しては 消防庁を通じて
自衛隊や広域援助隊の派遣先地における活動拠点の確保
を図ること。

③関係省庁及び防衛庁は協議して、医師・患者や消防・
警察の部隊を搬送する際の自衛隊機の利用計画を定め
ること。自衛隊以外の関係機関の航空機並びに艦船の
活用についても検討すること。

④災害時の緊急輸送路は、各都道府県が個別に定めてい
ることから、警察庁や国土交通省は、発災時に重点的
に確保すべき輸送路について県境を越えて調整を図る
こと。

以上について、内閣府及び関係省庁は連携して、早急
、 、に作業を進め 防災担当大臣が中心となり取りまとめて

私に報告をしてほしい。
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① 厚生労働省は、発災時に迅速に救
護班を派遣し、重篤患者を搬送する
ための計画を定めること。 

 

○ 下記の検討を踏まえ、救護班派遣及び広
域搬送患者受入の事前計画の策定 
・ 広域医療搬送の対象とする患者（症状）

の考え方 
・ 全国の医療施設における救護班編成可

能人員数の把握 
・ 全国の医療施設における広域搬送患者

受入可能人数の把握 

・全国の災害拠点病院等に
対する実態調査を実施。 
・災害医療の専門家により
検討中。 
・救護班派遣は全国で約２
５０班の体制 
(救護班：医師1名、看護師2名、
薬剤師等1 名、事務官1 名)  
（別紙 １）              

② 消防庁及び警察庁は、発災時に迅
速に広域援助隊を派遣するため、
要員の指定や輸送手段を含めた具
体的な計画を策定すること。 

あわせて、地方公共団体に対し
ては、消防庁を通じて、自衛隊や広
域援助隊の派遣先地における活動
拠点の確保を図ること。 

 

○ 部隊派遣計画の策定 
・ 消防庁：派遣計画（案）を策定。 
・ 警察庁：今回作成した方針（案）を基に、

計画を策定。 
○ 受援計画の検討策定 

現在、八都県市で行っている検討会を引き
続き実施するとともに、関係省庁と協議し、
ニーズ等を踏まえた実効性のある受援計
画を策定。 

・消防庁及び警察庁で現在

策定中。 

（別紙 ２） 

・救助・救急・消火WG にお

いて検討中。 
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③ 関係省庁及び防衛庁は協議して、
医師・患者や消防・警察の部隊を搬
送する際の自衛隊機の利用計画を
定めること。自衛隊以外の関係機関
の航空機並びに艦船の活用につい
ても検討すること。 

○ 自衛隊機の利用計画の検討 
・ 自衛隊、消防、警察、医師、患者の優先

度合を勘案した利用計画の検討。 

・部隊派遣計画及び医師、

患者搬送計画を踏まえて、

利用需要を把握。 

・自衛隊機の利用計画及び

その他の輸送機関の活用

の検討開始。 

④ 災害時の緊急輸送路は、各都道府
県が個別に定めていることから、警
察庁や国土交通省は、発災時に重
点的に確保すべき輸送路について
県境を越えて調整を図ること。 

 

○ 各種拠点（広域応援部隊の進出拠点、物資
搬入拠点）の把握 
・ 救助・救急・消火ＷＧにおいて検討する

広域派遣部隊の進出拠点等、物資ＷＧ
において検討する物資搬入拠点を基に
把握。 

○ 拠点の策定を踏まえた予定路線の確定 
・ 道路の規格、交通規制の容易性等を踏

まえ、道路管理者（国土交通省、都県）、
警察庁及び内閣府を中心に策定。 

○ 緊急輸送ルート計画 
上記検討を踏まえ、緊急輸送ルート計画を
策定。 

・部隊派遣計画、進出拠点

等が確定次第、順次、予定

路線、緊急輸送ルート計画

を策定。 
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（別紙　１）

発地名 着地名

拠点計 ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ
ｹｱﾕﾆｯﾄ

航空機
同乗

被災地
内活動 班数計 （時間） （時間） 機　種 機　数

○○病院 5
××病院 4

発地名 着地名
拠点計 （時間） （時間） 機　種 機　数

○○病院 6
△△病院 3 陸CH-47 19 5

××公園
（1日15:30）

○○駐屯地
（1日16:00)

重　篤　患　者　搬　送　計　画　（　第　１　派　）　＜イメージ＞
搬　出　先
病　院　名

受入可能数 搬送
患者数

搬送要領

救　護　班　搬　送　計　画　（　第　１　派　）　　＜イメージ＞

陸CH-47 1

派　遣　元
病　院　名

派遣可能数

6
○○駐屯地

（1日14:30）
××公園

（1日15:00）29 1 3

搬送要領投入班数
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大洗

南関東直下緊急消防援助隊運用　アクションプラン（案）【震源：千代田区直下】

有明・川崎・横浜

○苫小牧発

北海道(所要時間18:45)

○宮崎⇒川崎(所要時間20:10）　九州各県隊

○高知⇒川崎（所要時間16:10）四国各県隊（徳島除く）

【基本的考え方】

１　隣接県隊は必ず投入

２　臨時指定を含め4都県には指揮支援部隊長を指定

３　指揮支援隊と所属県隊は同一都県に投入

４　他の県隊は、被害予測と被災地消防力を勘案し案分

【東京都担当】青森・岩手秋田・山形
福島

130,493合
計

87,726団

42,767吏

隊1,254 　　　合計

19,437団

9,118吏
隊150　静岡県

愛知県
（名古屋市消防

局）

神奈川
県

24,351団

18,142吏

隊747

青森、秋田、岩手、山形、
福島、新潟、長野、岐阜、
三重、富山、石川、福井、
滋賀、京都、奈良、和歌山、
兵庫、岡山、徳島、鳥取

山梨県
東京都

（東京消防庁）
東京都

14,804団

7,915吏
隊225栃木群馬県

大阪府
（大阪市消防局）埼玉県

29,134団

7,592吏
隊132　茨城県

宮城県
（仙台市消防局）

千葉県

被災都県の
消防職・団員数　応　援　隊　数

応援府県隊
（被災状況により

応援先調整）

隣　接
応援県

指揮支援部隊長
（補完指定含む）
を有する府県隊

都県名

H15.5.1現在

１個隊５名程度　（任務により編成人数が異なる）

（別紙　２）



（別紙２－２）

南関東地域直下地震発生時の
広域緊急援助隊等の派遣計画（案）

派遣合計数埼玉県へ ６３００
（ ）最大動員数
２５０００人広域緊急援助隊 ７００

管区・県機動隊 １７００

２４００そ の 他 の 部 隊 ３９００ 千葉県へ

広域緊急援助隊 ４００
へ １５０００東京都

管区・県機動隊 ６００
広域緊急援助隊 １６００

そ の 他 の 部 隊 １４００
管区・県機動隊 ２０００

そ の 他 の 部 隊 １１４００

派 遣 累 計

１日目 ３，８００
１３００神奈川県へ

２日目 ５，１００
広域緊急援助隊 ３００

３日目 １０，８００
管区・県機動隊 ４００

４日目 １９，０００
そ の 他 の 部 隊 ６００

５日目 ２５，０００


